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鳥
獣
被
害
防
止
対
策
の

補
助
金
を
増
額
補
正

鳥
獣
被
害
防
止
対
策
協
議
会
へ
の
補
助
金
が
増
額
と
な
っ

た
。
補
正
額
は
80
万
円
。
今
年
度
、
巡
回
回
数
が
増
加
し

た
こ
と
や
箱
罠
の
購
入
な
ど
、
熊
対
策
に
か
か
る
補
正
で

は
こ
わ
な

あ
る
。
箱
罠
の
購
入
に
つ
い
て
は
、
町
及
び
県
か
ら
協
議

会
へ
補
助
金
が
交
付
さ
れ
る
。

（
本
間
闘
士
議
員
）

現
在
、
町
の
猟
友
会

の
中
で
常
時
巡
回
で

き
る
人
数
が
限
ら
れ

て
お
り
、
今
後
巡
回
の
回

数
を
増
や
す
こ
と
は
難
し

い
の
で
は
？

産
業
建
設
課
長

今
回
の

補
正
は
今
後
の
回
数
増
加

を
見
越
し
た
も
の
で
は
な

く
、
現
時
点
で
昨
年
度
の

実
績
を
上
回
っ
て
い
る
た

め
、
補
正
し
た
も
の
で
あ

る
。

災
害
時
用
備
蓄
食
料
を
購
入

県
の
防
災
・
減
災
強
化
に
係
る
取
組
の
一
環
と
し
て
実
施

さ
れ
る
、
市
町
村
備
蓄
品
の
「
共
同
調
達
」
に
伴
い
、
災
害

時
用
備
蓄
食
料
（
ア
ル
フ
ァ
化
米
）
の
購
入
費
と
し
て
、
２

５
４
万
１
千
円
が
補
正
さ
れ
た
。
。

問

地
域
お
こ
し
協
力
隊

事
業
者
派
遣

地
域
お
こ
し
協
力
隊
員

２
名
分
の
人
件
費
が
減
額

と
な
っ
た
。
理
由
と
し
て

は
、
隊
員
の
応
募
が
見
込

ま
れ
な
い
た
め
。

【
一
般
会
計
補
正
予
算
】

↑

購
入
す
る
箱
罠
と
同
じ
形

状
の
も
の

３

（
本
間
闘
士
議
員
）

今
回
購
入
す
る
１
万
６

５
０
食
は
、
何
日
分
の

食
料
で
、
何
名
分
を
想
定

し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、

購
入
す
る
商
品
の
中
に
水

は
含
ま
れ
て
い
る
の
か
？

総
務
企
画
課
長

最
大
避

難
者
７
１
０
名
、
１
日
３

食
と
し
て
、
５
日
分
を
想

定
し
て
い
る
。

な
お
、
今
回
購
入
す
る

品
目
の
中
に
水
は
含
ん
で

お
ら
ず
、
米
類
の
商
品
を

中
心
に
購
入
す
る
。

問

※
ア
ル
フ
ァ
化
米
と
は
？

ア
ル
フ
ァ
化
米
の
「
ア
ル
フ
ァ

化
」
と
は
米
に
含
ま
れ
る
で
ん

ぷ
ん
の
状
態
を
指
し
て
い
ま
す
。

炊
き
あ
げ
た
ご
飯
を
す
ぐ
に
急

速
乾
燥
さ
せ
、
水
分
を
取
り
除

く
こ
と
で
炊
飯
し
た
後
の
ご
飯

を
維
持
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、

お
湯
や
水
を
加
え
る
だ
け
で
、

火
を
使
う
こ
と
な
く
炊
き
た
て

と
同
じ
よ
う
な
ご
飯
を
食
べ
ら

れ
ま
す
。

（
農
林
水
産
省
Ｈ
Ｐ
よ
り
抜
粋
。
）

（
田
中
哲
也
議
員
）

今
年
度
の
地
域
お
こ
し

協
力
隊
員
の
募
集
は
ど

の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
の
か
。

ま
た
、
来
年
度
も
募
集
の
予

定
は
あ
る
の
か
？

総
務
企
画
課
長

今
年
度
は

事
業
者
派
遣
型
で
の
募
集
を

行
い
、
予
算
は
隊
員
３
名
分

を
計
上
し
て
い
る
。
町
内
事

業
者
と
の
面
談
等
を
行
い
、

現
在
１
社
へ
の
派
遣
を
進
め

て
い
る
。
来
年
度
も
引
き
続

き
募
集
を
行
う
予
定
と
し
て

い
る
。

問

第５０１回

定例会

令
和
７
年
11
月
28
日
か
ら
12
月
２
日
の
５
日
間
で
行
わ
れ
た
第
５
０
１
回
議
会
定
例
会
で
は
、
専
決
報
告
１
件
、
議
案
17
件
の
計
18
議
案
が
提
案
さ

れ
、
全
て
承
認
、
可
決
、
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

12
月
１
日
に
行
わ
れ
た
一
般
質
問
で
は
6
議
員
が
質
問
を
行
い
、
町
政
に
問
い
ま
し
た
。

（
質
問
の
内
容
は
５
ペ
ー
ジ
か
ら
10
ペ
ー
ジ
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
）

な
お
、
提
案
さ
れ
た
議
案
及
び
質
問
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

職
員
の
給
与
条
例

等
を
一
部
改
正

青
森
県
人
事
委
員
会
の
勧
告
に

基
づ
き
、
議
員
及
び
特
別
職
に
お

け
る
期
末
手
当
の
支
給
割
合
が
引

き
上
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
職
員
は

若
年
層
の
職
員
を
中
心
に
、
全
職

員
の
給
料
表
の
改
定
や
期
末
手
当

及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
が
引

上
げ
ら
れ
た
。

議員及び特別職

年３.４月 → 年３.５月

職員期末手当

年２.５月 →年２.５２５月

職員勤勉手当

年２.０５月 →年２.１２５月

乳
児
等
通
園
支
援
事
業

に
関
す
る
基
準
を
制
定

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園

制
度
」
を
「
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
」

と
し
て
新
た
に
創
設
し
、
当
該
事
業
の

設
備
及
び
運
営
に
つ
い
て
の
基
準
を
定

め
る
条
例
が
制
定
さ
れ
た
。

※
子
ど
も
誰
で
も
通
園

制
度
と
は
？

「
こ
ど
も
未
来
戦
略
」

に
基
づ
き
、
令
和
７
年

度
に
創
設
さ
れ
た
制
度
。

保
護
者
の
就
労
状
況
に

か
か
わ
ら
ず
、
生
後
６

ケ
月
～
満
３
歳
未
満
の

未
就
園
児
を
対
象
に
、

保
育
施
設
等
を
利
用
す

る
事
が
で
き
る
。
月
一

定
時
間
の
利
用
可
能
枠

内
で
あ
れ
ば
、
１
時
間

単
位
で
利
用
で
き
る
の

が
特
徴
。

（
子
ど
も
家
庭
庁
Ｈ
Ｐ

よ
り
抜
粋
。
）

２

12月定例会

（11/28～12/2）

専決報告 １件

補正予算 ６件

規約

（県総合事務組合）
２件

指定管理者指定 ２件

教育委員の任命 ２名

今別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部改正

今別町特別職の職員の給与条例の一部改正

今別町職員の給与条例の一部改正

今別町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の制定

今別町議会議員及び今別町長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例の一部改正

今定例会に提案された条例の制定・一部改正
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未
満
の

未
就
園
児
を
対
象
に
、

保
育
施
設
等
を
利
用
す

る
事
が
で
き
る
。
月
一

定
時
間
の
利
用
可
能
枠

内
で
あ
れ
ば
、
１
時
間

単
位
で
利
用
で
き
る
の

が
特
徴
。

（
子
ど
も
家
庭
庁
Ｈ
Ｐ

よ
り
抜
粋
。
）

２

12月定例会

（11/28～12/2）

専決報告 １件

補正予算 ６件

規約

（県総合事務組合）
２件

指定管理者指定 ２件

教育委員の任命 ２名

今別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部改正

今別町特別職の職員の給与条例の一部改正

今別町職員の給与条例の一部改正

今別町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の制定

今別町議会議員及び今別町長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例の一部改正

今定例会に提案された条例の制定・一部改正

（3）　第 226号� 2026（令和８）年２月い ま べ つ 議 会 だ よ り



１

熊
対
策
に
つ
い
て

①
町
の
熊
捕
獲
体
制
は
？

産
業
建
設
課
長

鳥
獣
被
害

防
止
対
策
協
議
会
実
施
隊
と

し
て
、
今
別
猟
友
会
９
名
を

委
嘱
し
て
い
る
。
目
撃
情
報

が
あ
っ
た
際
に
は
、
こ
の
メ

ン
バ
ー
に
加
え
て
町
職
員
、

警
察
等
と
周
辺
の
パ
ト
ロ
ー

ル
や
、
状
況
に
応
じ
て
箱
罠

は
こ
わ
な

を
設
置
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。

再
質
問

答
弁
に
あ
っ
た
箱
罠
は
、

熊
な
ど
大
き
な
動
物
に
対
応

で
き
る
物
か
？

産
業
建
設
課
長

当
町
が
保

有
す
る
箱
罠
の
う
ち
、
１
基

は
熊
専
用
箱
罠
を
所
有
し
て

い
る
。

再
質
問

役
場
関
係
課
職
員
の
箱
罠

設
置
免
許
取
得
を
進
め
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
う
が
、
町

長
の
考
え
は
？

町
長

機
会
が
あ
れ
ば
、
職

員
に
も
取
得
さ
せ
た
い
。

②
町
の
熊
駆
除
対
策
は
？

産
業
建
設
課
長

鳥
獣
保
護

管
理
法
に
基
づ
く
捕
獲
許
可

を
実
施
隊
９
名
に
発
行
し
て

い
る
。

再
質
問

町
の
熊
駆
除
に
お
け
る
報

酬
額
の
体
制
は
？

産
業
建
設
課
長

熊
が
出
没

し
た
場
合
の
現
場
確
認
に
出

動
の
際
も
、
他
の
鳥
獣
捕
獲

と
同
額
と
な
っ
て
い
る
。
た

だ
し
、
熊
に
関
す
る
報
酬
額

は
外
ヶ
浜
町
と
相
談
し
な
が

ら
と
な
る
が
、
報
酬
の
増
額

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

③
町
の
緊
急
銃
猟
実
施
に
関

す
る
体
制
は
？

産
業
建
設
課
長

県
か
ら
示

さ
れ
た
「
緊
急
銃
猟
対
応
マ

ニ
ュ
ア
ル
」
を
基
に
、
今
別

町
版
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
を

進
め
て
い
る
。

２

物
価
高
騰
対
策
に
つ
い

て①
現
在
も
続
く
物
価
高
騰
に

対
し
て
、
町
と
し
て
何
ら
か

の
支
援
策
が
必
要
で
は
？

総
務
企
画
課
長

今
定
例
会

に
補
正
予
算
を
計
上
し
て
い

る
が
、
物
価
高
騰
生
活
支
援

事
業
と
し
て
、
全
世
帯
を
対

象
に
灯
油
代
の
助
成
を
予
定

し
て
い
る
。

再
質
問

政
府
の
実
施
す
る
、
ガ
ス
、

電
気
料
等
の
支
援
や
お
米
券

配
布
な
ど
が
報
道
さ
れ
て
い

る
。
町
と
し
て
、
水
道
料
の

基
本
料
金
３
か
月
免
除
を
実

施
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

町
長

国
の
動
向
を
見
な
が

ら
、
議
員
の
皆
様
と
も
相
談

し
な
が
ら
検
討
し
た
い
。

３

Ｊ
Ｒ
津
軽
線
代
替
え
交

通
に
つ
い
て

①
蟹
田
駅
に
お
け
る
階
段
通

路
解
消
の
進
行
状
況
及
び
解

消
の
時
期
は
？

総
務
企
画
課
長

６
月
10
日

の
基
本
合
意
締
結
後
、
９
月

４
日
に
開
催
さ
れ
た
デ
ザ
イ

ン
会
議
に
お
い
て
進
捗
状
況

の
報
告
が
あ
り
、
６
月
18
日

か
ら
工
事
に
着
手
。
２
０
２

６
年
お
盆
前
ま
で
の
工
事
完

了
に
向
け
、
各
種
工
事
が
順

次
行
わ
れ
て
い
る
。

綿
谷

敏
明

議
員

 

Ｑ
．
蟹
田
駅
階
段
通
路
の
解
消
は
？

Ａ
．
６
月
18
日
着
工
、
令
和
８
年
８
月
完
成
予
定

※
緊
急
銃
猟
と
は
？

人
の
日
常
生
活
圏
（
農
地
や

河
川
敷
、
建
物
内
等
）
に
熊
、

イ
ノ
シ
シ
が
出
没
し
た
際
、
左

記
の
条
件
を
十
分
に
満
た
し
た

上
で
、
市
町
村
長
の
判
断
の
下
、

銃
猟
を
可
能
と
す
る
制
度
。

・
人
の
日
常
生
活
圏
に
侵
入
し

て
い
る
こ
と
。

・
人
命
ま
た
は
身
体
へ
の
危
害

を
防
止
す
る
措
置
を
緊
急
に

講
ず
る
べ
き
と
判
断
し
た
場

合
。

・
銃
猟
以
外
で
の
捕
獲
が
困
難

な
場
合

・
銃
猟
に
よ
る
第
三
者
へ
の
危

害
が
及
ば
な
い
と
判
断
し
た

場
合
。

（
環
境
省
Ｈ
Ｐ
よ
り
抜
粋
。
）

５

今
年
度
も
灯
油
購
入
の
助
成
実
施

今年度配布された灯油助成券

近
年
の
物
価
高
騰
に
対
す
る
生
活

支
援
と
し
て
実
施
し
て
い
る
灯
油
購

入
費
の
助
成
を
今
年
度
も
行
う
こ
と

と
な
り
、
関
連
予
算
が
可
決
さ
れ
た
。

補
正
額
は
８
３
４
万
９
千
円
。
こ
れ

ま
で
は
非
課
税
世
帯
を
対
象
に
実
施

し
て
き
た
が
、
今
年
度
は
全
世
帯

（
世
帯
分
離
し
て
い
て
も
、
同
居
が

明
ら
か
な
世
帯
は
同
一
世
帯
と
す
る
）

を
対
象
と
し
て
、
灯
油
18
リ
ッ
ト
ル

分
の
助
成
券
３
枚
を
令
和
７
年
12
月

に
配
布
し
た
。

奥
津
軽
い
ま
べ
つ
駅

開
業
10
周
年
記
念
事
業
を
実
施

北
海
道
新
幹
線
奥
津
軽

い
ま
べ
つ
駅
が
令
和
８
年

３
月
26
日
で
開
業
10
周
年

を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
記

念
事
業
に
関
す
る
予
算
が

可
決
さ
れ
た
。
補
正
額
は

１
５
０
万
円
。
事
業
内
容

と
し
て
は
、
記
念
ノ
ベ
ル

テ
ィ
や
駅
連
絡
通
路
へ
の

横
断
幕
設
置
、
さ
ら
に
駅

ホ
ー
ム
で
の
新
幹
線
の
お

出
迎
え
や
、
青
函
ト
ン
ネ

ル
入
口
広
場
で
の
お
手
振

り
を
行
う
予
定
と
し
て
い

る
。

４

駅開業時に行われたお出迎えの様子
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１

熊
対
策
に
つ
い
て

①
町
の
熊
捕
獲
体
制
は
？

産
業
建
設
課
長

鳥
獣
被
害

防
止
対
策
協
議
会
実
施
隊
と

し
て
、
今
別
猟
友
会
９
名
を

委
嘱
し
て
い
る
。
目
撃
情
報

が
あ
っ
た
際
に
は
、
こ
の
メ

ン
バ
ー
に
加
え
て
町
職
員
、

警
察
等
と
周
辺
の
パ
ト
ロ
ー

ル
や
、
状
況
に
応
じ
て
箱
罠

は
こ
わ
な

を
設
置
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。

再
質
問

答
弁
に
あ
っ
た
箱
罠
は
、

熊
な
ど
大
き
な
動
物
に
対
応

で
き
る
物
か
？

産
業
建
設
課
長

当
町
が
保

有
す
る
箱
罠
の
う
ち
、
１
基

は
熊
専
用
箱
罠
を
所
有
し
て

い
る
。

再
質
問

役
場
関
係
課
職
員
の
箱
罠

設
置
免
許
取
得
を
進
め
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
う
が
、
町

長
の
考
え
は
？

町
長

機
会
が
あ
れ
ば
、
職

員
に
も
取
得
さ
せ
た
い
。

②
町
の
熊
駆
除
対
策
は
？

産
業
建
設
課
長

鳥
獣
保
護

管
理
法
に
基
づ
く
捕
獲
許
可

を
実
施
隊
９
名
に
発
行
し
て

い
る
。

再
質
問

町
の
熊
駆
除
に
お
け
る
報

酬
額
の
体
制
は
？

産
業
建
設
課
長

熊
が
出
没

し
た
場
合
の
現
場
確
認
に
出

動
の
際
も
、
他
の
鳥
獣
捕
獲

と
同
額
と
な
っ
て
い
る
。
た

だ
し
、
熊
に
関
す
る
報
酬
額

は
外
ヶ
浜
町
と
相
談
し
な
が

ら
と
な
る
が
、
報
酬
の
増
額

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

③
町
の
緊
急
銃
猟
実
施
に
関

す
る
体
制
は
？

産
業
建
設
課
長

県
か
ら
示

さ
れ
た
「
緊
急
銃
猟
対
応
マ

ニ
ュ
ア
ル
」
を
基
に
、
今
別

町
版
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
を

進
め
て
い
る
。

２

物
価
高
騰
対
策
に
つ
い

て①
現
在
も
続
く
物
価
高
騰
に

対
し
て
、
町
と
し
て
何
ら
か

の
支
援
策
が
必
要
で
は
？

総
務
企
画
課
長

今
定
例
会

に
補
正
予
算
を
計
上
し
て
い

る
が
、
物
価
高
騰
生
活
支
援

事
業
と
し
て
、
全
世
帯
を
対

象
に
灯
油
代
の
助
成
を
予
定

し
て
い
る
。

再
質
問

政
府
の
実
施
す
る
、
ガ
ス
、

電
気
料
等
の
支
援
や
お
米
券

配
布
な
ど
が
報
道
さ
れ
て
い

る
。
町
と
し
て
、
水
道
料
の

基
本
料
金
３
か
月
免
除
を
実

施
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

町
長

国
の
動
向
を
見
な
が

ら
、
議
員
の
皆
様
と
も
相
談

し
な
が
ら
検
討
し
た
い
。

３

Ｊ
Ｒ
津
軽
線
代
替
え
交

通
に
つ
い
て

①
蟹
田
駅
に
お
け
る
階
段
通

路
解
消
の
進
行
状
況
及
び
解

消
の
時
期
は
？

総
務
企
画
課
長

６
月
10
日

の
基
本
合
意
締
結
後
、
９
月

４
日
に
開
催
さ
れ
た
デ
ザ
イ

ン
会
議
に
お
い
て
進
捗
状
況

の
報
告
が
あ
り
、
６
月
18
日

か
ら
工
事
に
着
手
。
２
０
２

６
年
お
盆
前
ま
で
の
工
事
完

了
に
向
け
、
各
種
工
事
が
順

次
行
わ
れ
て
い
る
。

綿
谷

敏
明

議
員

 

Ｑ
．
蟹
田
駅
階
段
通
路
の
解
消
は
？

Ａ
．
６
月
18
日
着
工
、
令
和
８
年
８
月
完
成
予
定

※
緊
急
銃
猟
と
は
？

人
の
日
常
生
活
圏
（
農
地
や

河
川
敷
、
建
物
内
等
）
に
熊
、

イ
ノ
シ
シ
が
出
没
し
た
際
、
左

記
の
条
件
を
十
分
に
満
た
し
た

上
で
、
市
町
村
長
の
判
断
の
下
、

銃
猟
を
可
能
と
す
る
制
度
。

・
人
の
日
常
生
活
圏
に
侵
入
し

て
い
る
こ
と
。

・
人
命
ま
た
は
身
体
へ
の
危
害

を
防
止
す
る
措
置
を
緊
急
に

講
ず
る
べ
き
と
判
断
し
た
場

合
。

・
銃
猟
以
外
で
の
捕
獲
が
困
難

な
場
合

・
銃
猟
に
よ
る
第
三
者
へ
の
危

害
が
及
ば
な
い
と
判
断
し
た

場
合
。

（
環
境
省
Ｈ
Ｐ
よ
り
抜
粋
。
）

５

今
年
度
も
灯
油
購
入
の
助
成
実
施

今年度配布された灯油助成券

近
年
の
物
価
高
騰
に
対
す
る
生
活

支
援
と
し
て
実
施
し
て
い
る
灯
油
購

入
費
の
助
成
を
今
年
度
も
行
う
こ
と

と
な
り
、
関
連
予
算
が
可
決
さ
れ
た
。

補
正
額
は
８
３
４
万
９
千
円
。
こ
れ

ま
で
は
非
課
税
世
帯
を
対
象
に
実
施

し
て
き
た
が
、
今
年
度
は
全
世
帯

（
世
帯
分
離
し
て
い
て
も
、
同
居
が

明
ら
か
な
世
帯
は
同
一
世
帯
と
す
る
）

を
対
象
と
し
て
、
灯
油
18
リ
ッ
ト
ル

分
の
助
成
券
３
枚
を
令
和
７
年
12
月

に
配
布
し
た
。

奥
津
軽
い
ま
べ
つ
駅

開
業
10
周
年
記
念
事
業
を
実
施

北
海
道
新
幹
線
奥
津
軽

い
ま
べ
つ
駅
が
令
和
８
年

３
月
26
日
で
開
業
10
周
年

を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
記

念
事
業
に
関
す
る
予
算
が

可
決
さ
れ
た
。
補
正
額
は

１
５
０
万
円
。
事
業
内
容

と
し
て
は
、
記
念
ノ
ベ
ル

テ
ィ
や
駅
連
絡
通
路
へ
の

横
断
幕
設
置
、
さ
ら
に
駅

ホ
ー
ム
で
の
新
幹
線
の
お

出
迎
え
や
、
青
函
ト
ン
ネ

ル
入
口
広
場
で
の
お
手
振

り
を
行
う
予
定
と
し
て
い

る
。

４

駅開業時に行われたお出迎えの様子

（5）　第 226号� 2026（令和８）年２月い ま べ つ 議 会 だ よ り



１

熊
対
策
に
つ
い
て

①
熊
へ
の
対
策
強
化
に
つ
い

て
、
町
の
考
え
は
？

産
業
建
設
課
長

当
町
で
も

目
撃
情
報
が
増
加
傾
向
に
あ

る
こ
と
か
ら
、
町
内
の
パ
ト

ロ
ー
ル
を
継
続
し
て
実
施
し

て
い
る
。
ま
た
、
猟
友
会
と

協
議
し
な
が
ら
国
・
県
の
補

助
金
を
活
用
し
、
箱
罠
の
追

加
整
備
等
を
進
め
た
い
。

再
質
問

野
生
動
物
は
自
然
風
景
に

紛
れ
や
す
く
、
熟
練
の
ハ
ン

タ
ー
で
も
肉
眼
だ
け
で
の
発

見
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で

サ
ー
モ
カ
メ
ラ
等
の
熱
源
探

知
機
導
入
に
よ
る
巡
視
体
制

の
強
化
に
つ
い
て
、
検
討
す

る
考
え
は
？

産
業
建
設
課
長

茂
み
の
中

に
い
る
野
生
動
物
を
熱
源
感

知
で
発
見
す
る
サ
ー
モ
カ
メ

ラ
の
存
在
は
町
で
も
認
識
し

て
い
る
。
ま
た
、
実
際
に
猟

友
会
の
方
と
パ
ト
ロ
ー
ル
を

行
っ
た
際
に
「
茂
み
の
中
が

何
も
見
え
な
い
」
な
ど
の
声

も
聞
い
て
い
る
た
め
、
今
後

導
入
に
つ
い
て
猟
友
会
と
協

議
す
る
。

②
今
後
の
猟
友
会
員
確
保
に

つ
い
て
、
町
の
考
え
は
？

産
業
建
設
課
長

当
町
で
は

猟
友
会
へ
の
入
会
が
条
件
と

な
る
が
、
令
和
６
年
度
よ
り

狩
猟
免
許
取
得
費
用
の
補
助

に
つ
い
て
予
算
を
確
保
し
て

い
る
。
ま
た
、
県
で
も
狩
猟

免
許
等
取
得
促
進
事
業
が
開

始
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
こ

れ
ら
の
事
業
を
町
内
に
広
く

周
知
し
、
人
員
確
保
に
努
め

る
。

再
質
問

町
と
県
の
事
業
に
は
、
助

成
制
度
が
重
複
し
て
い
る
部

分
が
あ
る
。
町
従
来
の
助
成

制
度
を
見
直
し
、
県
が
助
成

し
て
い
な
い
部
分
へ
の
支
援

を
強
化
す
る
こ
と
で
、
よ
り

一
層
の
人
員
確
保
に
繋
が
る

の
で
は
？

産
業
建
設
課
長

お
っ
し
ゃ

る
と
お
り
、
町
と
県
の
事
業

で
は
内
容
が
重
複
す
る
部
分

も
あ
る
。
ま
た
、
町
で
は
補

助
対
象
と
し
て
い
な
い
部
分

が
、
県
事
業
で
対
象
と
し
て

い
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、

県
が
い
つ
ま
で
事
業
を
継
続

す
る
の
か
確
認
で
き
て
い
な

い
た
め
、
県
の
動
向
も
確
認

し
つ
つ
、
検
討
を
進
め
た
い
。

③
当
町
に
お
い
て
も
熊
用
箱

罠
を
導
入
す
べ
き
で
は
？

産
業
建
設
課
長

当
町
で
は
、

熊
用
箱
罠
を
１
基
所
有
し
て

い
る
。
今
後
、
対
策
強
化
の

た
め
、
国
・
県
の
補
助
金
等

を
活
用
し
箱
罠
の
追
加
整
備

を
検
討
し
て
い
る
。

④
緊
急
銃
猟
に
つ
い
て
、
仮

に
人
身
や
農
作
物
に
被
害
が

及
ん
だ
場
合
に
備
え
、
あ
ら

か
じ
め
明
確
な
仕
組
み
を
整

え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
？

産
業
建
設
課
長

県
か
ら
示

さ
れ
た
「
緊
急
銃
猟
対
応
マ

ニ
ュ
ア
ル
」
の
ひ
な
型
を
基

に
、
今
別
町
版
の
マ
ニ
ュ
ア

ル
作
成
を
進
め
て
い
る
。
ま

た
、
熊
が
住
宅
地
等
に
出
没

し
た
際
に
実
施
で
き
る
よ
う

猟
友
会
と
も
協
議
を
始
め
て

い
る
。

再
質
問

マ
ニ
ュ
ア
ル
が
決
定
す
る

ま
で
の
間
に
、
万
が
一
熊
に

よ
る
被
害
が
発
生
し
た
場
合

の
対
応
は
ど
の
よ
う
な
流
れ

に
な
る
の
か
？

産
業
建
設
課
長

報
道
に
も

あ
る
通
り
、
自
治
体
の
長
の

判
断
で
実
施
で
き
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
た
め
、
マ
ニ
ュ

ア
ル
作
成
前
で
も
、
緊
急
の

場
合
は
関
係
機
関
と
協
議
し
、

町
長
の
判
断
の
下
、
実
施
す

る
流
れ
に
な
る
。
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．
熊
対
策
に
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て
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金
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し
箱
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を
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い
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わ
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１
．
各
種
補
助
金
の
現
状
に

つ
い
て

①
今
年
度
の
補
助
金
申
請
件

数
と
交
付
決
定
件
数
は
適
正

に
推
移
さ
れ
て
い
る
の
か
？

総
務
企
画
課
長

昨
年
度
よ

り
も
申
請
や
交
付
手
続
き
が

早
い
時
期
か
ら
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
適
正
に
推
移

し
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て

い
る
。

②
補
助
金
、
交
付
金
の
採
択

に
つ
い
て
、
厳
正
な
基
準
は

定
め
ら
れ
て
い
る
の
か
？

総
務
企
画
課
長

今
別
町
補

助
金
交
付
規
則
に
沿
っ
て
認

定
、
決
定
し
て
い
る
。

再
質
問

補
助
金
、
交
付
金
の
採
択

に
あ
た
っ
て
は
、
規
則
を
遵

守
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の

時
代
に
合
っ
た
対
応
を
検
討

い
た
だ
き
た
い
。

総
務
企
画
課
長

条
例
・
要

綱
・
規
則
を
遵
守
し
つ
つ
、

社
会
情
勢
に
合
っ
た
補
助
金
・

交
付
金
・
助
成
金
に
関
し
て

は
、
す
ぐ
に
対
応
で
き
る
よ

う
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

２

町
内
の
福
祉
施
設
数
の

現
状
に
つ
い
て

①
町
内
の
介
助
、
介
護
福
祉

施
設
数
及
び
利
用
者
数
は
？

町
民
福
祉
課
長

介
護
福
祉

施
設
数
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
及
び
地
域
密
着
型
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
、
介
護
付
き
有
料

老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
施
設
が

３
か
所
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
及
び
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
在
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
が
２
か
所
で
あ

る
。利

用
者
数
は
、
令
和
７
年

10
月
現
在
、
入
所
施
設
は
93

名
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
は
55
名

で
あ
る
。
近
年
、
町
内
で
の

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
は
減
少
傾

向
に
あ
る
が
、
青
森
市
及
び

近
隣
町
村
で
の
利
用
者
数
は

増
加
し
て
い
る
。

②
町
政
と
住
民
福
祉
関
連
事

業
の
今
後
の
計
画
は
？

町
民
福
祉
課
長

高
齢
化
が

進
ん
で
い
る
当
町
に
お
い
て
、

医
療
・
介
護
・
予
防
・
福
祉
・

生
活
支
援
を
一
体
と
な
っ
て

取
り
組
む
「
包
括
ケ
ア
」
の

推
進
は
不
可
欠
で
あ
る
。
急

速
な
人
口
減
少
や
高
齢
化
が

進
む
中
、
町
内
の
医
療
、
介

護
の
現
場
で
は
、
人
材
確
保

や
運
営
な
ど
様
々
な
課
題
を

抱
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸

問
題
に
対
応
し
て
い
く
た
め
、

医
療
機
関
や
介
護
事
業
所
は

も
と
よ
り
、
県
や
近
隣
町
村

と
連
携
を
図
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
課
題
解
決
に
向
け
た
取
組

を
検
討
す
る
。
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１

熊
対
策
に
つ
い
て

①
熊
へ
の
対
策
強
化
に
つ
い

て
、
町
の
考
え
は
？

産
業
建
設
課
長

当
町
で
も

目
撃
情
報
が
増
加
傾
向
に
あ

る
こ
と
か
ら
、
町
内
の
パ
ト

ロ
ー
ル
を
継
続
し
て
実
施
し

て
い
る
。
ま
た
、
猟
友
会
と

協
議
し
な
が
ら
国
・
県
の
補

助
金
を
活
用
し
、
箱
罠
の
追

加
整
備
等
を
進
め
た
い
。

再
質
問

野
生
動
物
は
自
然
風
景
に

紛
れ
や
す
く
、
熟
練
の
ハ
ン

タ
ー
で
も
肉
眼
だ
け
で
の
発

見
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で

サ
ー
モ
カ
メ
ラ
等
の
熱
源
探

知
機
導
入
に
よ
る
巡
視
体
制

の
強
化
に
つ
い
て
、
検
討
す

る
考
え
は
？

産
業
建
設
課
長

茂
み
の
中

に
い
る
野
生
動
物
を
熱
源
感

知
で
発
見
す
る
サ
ー
モ
カ
メ

ラ
の
存
在
は
町
で
も
認
識
し

て
い
る
。
ま
た
、
実
際
に
猟

友
会
の
方
と
パ
ト
ロ
ー
ル
を

行
っ
た
際
に
「
茂
み
の
中
が

何
も
見
え
な
い
」
な
ど
の
声

も
聞
い
て
い
る
た
め
、
今
後

導
入
に
つ
い
て
猟
友
会
と
協

議
す
る
。

②
今
後
の
猟
友
会
員
確
保
に

つ
い
て
、
町
の
考
え
は
？

産
業
建
設
課
長

当
町
で
は

猟
友
会
へ
の
入
会
が
条
件
と

な
る
が
、
令
和
６
年
度
よ
り

狩
猟
免
許
取
得
費
用
の
補
助

に
つ
い
て
予
算
を
確
保
し
て

い
る
。
ま
た
、
県
で
も
狩
猟

免
許
等
取
得
促
進
事
業
が
開

始
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
こ

れ
ら
の
事
業
を
町
内
に
広
く

周
知
し
、
人
員
確
保
に
努
め

る
。

再
質
問

町
と
県
の
事
業
に
は
、
助

成
制
度
が
重
複
し
て
い
る
部

分
が
あ
る
。
町
従
来
の
助
成

制
度
を
見
直
し
、
県
が
助
成

し
て
い
な
い
部
分
へ
の
支
援

を
強
化
す
る
こ
と
で
、
よ
り

一
層
の
人
員
確
保
に
繋
が
る

の
で
は
？

産
業
建
設
課
長

お
っ
し
ゃ

る
と
お
り
、
町
と
県
の
事
業

で
は
内
容
が
重
複
す
る
部
分

も
あ
る
。
ま
た
、
町
で
は
補

助
対
象
と
し
て
い
な
い
部
分

が
、
県
事
業
で
対
象
と
し
て

い
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、

県
が
い
つ
ま
で
事
業
を
継
続

す
る
の
か
確
認
で
き
て
い
な

い
た
め
、
県
の
動
向
も
確
認

し
つ
つ
、
検
討
を
進
め
た
い
。

③
当
町
に
お
い
て
も
熊
用
箱

罠
を
導
入
す
べ
き
で
は
？

産
業
建
設
課
長

当
町
で
は
、

熊
用
箱
罠
を
１
基
所
有
し
て

い
る
。
今
後
、
対
策
強
化
の

た
め
、
国
・
県
の
補
助
金
等

を
活
用
し
箱
罠
の
追
加
整
備

を
検
討
し
て
い
る
。

④
緊
急
銃
猟
に
つ
い
て
、
仮

に
人
身
や
農
作
物
に
被
害
が

及
ん
だ
場
合
に
備
え
、
あ
ら

か
じ
め
明
確
な
仕
組
み
を
整

え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
？

産
業
建
設
課
長

県
か
ら
示

さ
れ
た
「
緊
急
銃
猟
対
応
マ

ニ
ュ
ア
ル
」
の
ひ
な
型
を
基

に
、
今
別
町
版
の
マ
ニ
ュ
ア

ル
作
成
を
進
め
て
い
る
。
ま

た
、
熊
が
住
宅
地
等
に
出
没

し
た
際
に
実
施
で
き
る
よ
う

猟
友
会
と
も
協
議
を
始
め
て

い
る
。

再
質
問

マ
ニ
ュ
ア
ル
が
決
定
す
る

ま
で
の
間
に
、
万
が
一
熊
に

よ
る
被
害
が
発
生
し
た
場
合

の
対
応
は
ど
の
よ
う
な
流
れ

に
な
る
の
か
？

産
業
建
設
課
長

報
道
に
も

あ
る
通
り
、
自
治
体
の
長
の

判
断
で
実
施
で
き
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
た
め
、
マ
ニ
ュ

ア
ル
作
成
前
で
も
、
緊
急
の

場
合
は
関
係
機
関
と
協
議
し
、

町
長
の
判
断
の
下
、
実
施
す

る
流
れ
に
な
る
。
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の
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に
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①
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の
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助
金
申
請
件
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と
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付
決
定
件
数
は
適
正

に
推
移
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れ
て
い
る
の
か
？
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画
課
長

昨
年
度
よ

り
も
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や
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付
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続
き
が

早
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時
期
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ら
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
適
正
に
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移

し
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い
る
も
の
と
認
識
し
て

い
る
。

②
補
助
金
、
交
付
金
の
採
択

に
つ
い
て
、
厳
正
な
基
準
は

定
め
ら
れ
て
い
る
の
か
？

総
務
企
画
課
長

今
別
町
補

助
金
交
付
規
則
に
沿
っ
て
認

定
、
決
定
し
て
い
る
。

再
質
問

補
助
金
、
交
付
金
の
採
択

に
あ
た
っ
て
は
、
規
則
を
遵

守
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の

時
代
に
合
っ
た
対
応
を
検
討

い
た
だ
き
た
い
。

総
務
企
画
課
長

条
例
・
要

綱
・
規
則
を
遵
守
し
つ
つ
、

社
会
情
勢
に
合
っ
た
補
助
金
・

交
付
金
・
助
成
金
に
関
し
て

は
、
す
ぐ
に
対
応
で
き
る
よ

う
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

２

町
内
の
福
祉
施
設
数
の

現
状
に
つ
い
て

①
町
内
の
介
助
、
介
護
福
祉

施
設
数
及
び
利
用
者
数
は
？

町
民
福
祉
課
長

介
護
福
祉

施
設
数
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
及
び
地
域
密
着
型
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
、
介
護
付
き
有
料

老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
施
設
が

３
か
所
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
及
び
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
在
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
が
２
か
所
で
あ

る
。利

用
者
数
は
、
令
和
７
年

10
月
現
在
、
入
所
施
設
は
93

名
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
は
55
名

で
あ
る
。
近
年
、
町
内
で
の

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
は
減
少
傾

向
に
あ
る
が
、
青
森
市
及
び

近
隣
町
村
で
の
利
用
者
数
は

増
加
し
て
い
る
。

②
町
政
と
住
民
福
祉
関
連
事

業
の
今
後
の
計
画
は
？

町
民
福
祉
課
長

高
齢
化
が

進
ん
で
い
る
当
町
に
お
い
て
、

医
療
・
介
護
・
予
防
・
福
祉
・

生
活
支
援
を
一
体
と
な
っ
て

取
り
組
む
「
包
括
ケ
ア
」
の

推
進
は
不
可
欠
で
あ
る
。
急

速
な
人
口
減
少
や
高
齢
化
が

進
む
中
、
町
内
の
医
療
、
介

護
の
現
場
で
は
、
人
材
確
保

や
運
営
な
ど
様
々
な
課
題
を

抱
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸

問
題
に
対
応
し
て
い
く
た
め
、

医
療
機
関
や
介
護
事
業
所
は

も
と
よ
り
、
県
や
近
隣
町
村

と
連
携
を
図
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
課
題
解
決
に
向
け
た
取
組

を
検
討
す
る
。

 

Ｑ
．
今
年
度
の
補
助
金
等
の
件
数
は

適
正
に
推
移
し
て
い
る
か
？

Ａ
．
適
正
と
認
識
し
て
い
る

太
田

英
一

議
員

６
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１

町
内
に
設
置
さ
れ
て
い

る
案
内
看
板
や
電
線
の
管
理

に
つ
い
て

①
町
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る

案
内
看
板
の
草
刈
り
や
枝
払

い
の
状
況
は
？

産
業
建
設
課
長

町
道
・
県

道
・
国
道
沿
い
の
案
内
看
板

の
う
ち
、
町
が
作
成
し
た
案

内
看
板
周
辺
の
草
刈
り
や
枝

払
い
は
町
の
作
業
員
に
よ
り

実
施
し
て
い
る
。

ま
た
、
県
道
や
国
道
に
設

置
さ
れ
て
い
る
案
内
看
板
に

つ
い
て
は
、
県
か
ら
委
託
さ

れ
て
い
る
業
者
に
よ
り
管
理

さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し

て
い
る
。

再
質
問

県
道
や
国
道
沿
い
の
案
内

看
板
は
見
え
づ
ら
か
っ
た
り
、

倒
木
が
看
板
に
寄
り
か
か
っ

て
い
る
も
の
も
あ
る
。
管
理

業
者
へ
の
連
絡
を
行
っ
て
い

た
だ
き
た
い
。

産
業
建
設
課
長

県
管
轄
の

も
の
に
関
し
て
は
、
県
へ
の

要
望
を
繰
り
返
し
行
っ
て
い

く
。

②
町
道
・
県
道
・
国
道
沿
い

の
電
線
へ
の
枝
払
い
の
管
理

状
況
は
？

産
業
建
設
課
長

枝
払
い
の

管
理
は
送
配
電
事
業
者
や
通

信
事
業
者
、
土
地
・
樹
木
の

所
有
者
に
よ
り
行
わ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
樹
木
が
電
線
に

接
触
し
て
い
る
、
も
し
く
は

接
触
し
そ
う
な
場
合
は
、
速

や
か
に
電
力
会
社
や
通
信
事

業者
へ
対
応
を
依
頼
し
て
い
る
。

再
質
問

電
線
へ
の
倒
木
や
枝
の
伸

び
、
つ
る
の
絡
ま
り
が
目
立

つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
電

線
に
つ
い
て
も
管
理
を
徹
底

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

産
業
建
設
課
長

ご
指
摘
の

と
お
り
、
ま
だ
対
応
さ
れ
て

い
な
い
箇
所
も
あ
る
た
め
、

引
き
続
き
要
望
を
行
う
。

田
中

哲
也

議
員

 

Ｑ
．
県
設
置
の
案
内
看
板
や

電
線
の
管
理
徹
底
を
！

Ａ
．
県
へ
の
要
望
を
繰
り
返
し
行
う

９

木が寄りかかっている箇所（右）

や、つるが電線に絡んでしまって

いる箇所（下、右下）の一部

１

Ｊ
Ｒ
津
軽
線
の
そ
の
後

の
線
路
上
の
雑
草
等
の
処
理

に
つ
い
て

①
雑
草
等
へ
の
対
策
に
つ
い

て
Ｊ
Ｒ
と
の
協
議
が
必
要
で

は
？

総
務
企
画
課
長

Ｊ
Ｒ
に
対

し
て
は
定
期
的
な
草
刈
り
及

び
冬
場
の
除
雪
に
つ
い
て
要

望
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、

10
月
30
日
に
行
わ
れ
た
町
長
、

外
ヶ
浜
町
長
、
県
及
び
Ｊ
Ｒ

東
日
本
の
代
表
者
が
出
席
し

た
会
議
に
お
い
て
も
、
町
長

よ
り
Ｊ
Ｒ
に
対
し
て
管
理
の

徹
底
に
つ
い
て
強
く
要
望
を

行
っ
た
。

２

熊
の
出
没
対
策
に
つ
い

て①
町
の
対
策
は
？

産
業
建
設
課
長

熊
の
目
撃

情
報
が
あ
れ
ば
、
今
別
猟
友

会
及
び
町
職
員
、
警
察
等
に

よ
る
現
地
確
認
及
び
パ
ト
ロ
ー

ル
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、

猟
友
会
及
び
警
察
と
協
議
し

た
う
え
で
、
箱
罠
を
設
置
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

３

町
の
海
岸
線
の
ゴ
ミ
対

策
に
つ
い
て

①
関
係
団
体
等
と
も
協
力
し

て
、
よ
り
一
層
の
清
掃
活
動

を
実
施
す
べ
き
で
は
？

町
民
福
祉
課
長

当
町
で
は
、

県
の
補
助
金
を
活
用
し
、
海

岸
線
の
清
掃
活
動
を
実
施
し

て
い
る
。
今
後
も
事
業
を
継

続
し
て
い
く
と
と
も
に
、
観

光
地
な
ど
に
つ
い
て
は
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
等
の
方
々
と
協
力

し
、
清
掃
活
動
に
よ
る
環
境

保
全
に
努
め
る
。

４

加
齢
性
難
聴
者
へ
の
補

聴
器
購
入
補
助
に
つ
い
て

①
高
齢
化
率
県
下
一
と
い
わ

れ
る
当
町
に
お
い
て
、
早
急

な
対
応
が
必
要
で
は
？

町
長

聴
覚
機
能
の
低
下
に

よ
り
、
日
常
生
活
に
支
障
を

き
た
し
て
い
る
65
歳
以
上
の

高
齢
者
を
対
象
に
、
補
聴
器

購
入
費
の
一
部
助
成
を
令
和

８
年
度
の
実
施
に
向
け
て
検

討
し
て
い
る
。

中
嶋

惠

議
員

 

Ｑ
．
津
軽
線
線
路
内
の
雑
草
処
理

に
つ
い
て
協
議
は
？

Ａ
．
Ｊ
Ｒ
へ
強
く
要
望
し
て
い
る
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１

町
内
に
設
置
さ
れ
て
い

る
案
内
看
板
や
電
線
の
管
理

に
つ
い
て

①
町
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る

案
内
看
板
の
草
刈
り
や
枝
払

い
の
状
況
は
？

産
業
建
設
課
長

町
道
・
県

道
・
国
道
沿
い
の
案
内
看
板

の
う
ち
、
町
が
作
成
し
た
案

内
看
板
周
辺
の
草
刈
り
や
枝

払
い
は
町
の
作
業
員
に
よ
り

実
施
し
て
い
る
。

ま
た
、
県
道
や
国
道
に
設

置
さ
れ
て
い
る
案
内
看
板
に

つ
い
て
は
、
県
か
ら
委
託
さ

れ
て
い
る
業
者
に
よ
り
管
理

さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し

て
い
る
。

再
質
問

県
道
や
国
道
沿
い
の
案
内

看
板
は
見
え
づ
ら
か
っ
た
り
、

倒
木
が
看
板
に
寄
り
か
か
っ

て
い
る
も
の
も
あ
る
。
管
理

業
者
へ
の
連
絡
を
行
っ
て
い

た
だ
き
た
い
。

産
業
建
設
課
長

県
管
轄
の

も
の
に
関
し
て
は
、
県
へ
の

要
望
を
繰
り
返
し
行
っ
て
い

く
。

②
町
道
・
県
道
・
国
道
沿
い

の
電
線
へ
の
枝
払
い
の
管
理

状
況
は
？

産
業
建
設
課
長

枝
払
い
の

管
理
は
送
配
電
事
業
者
や
通

信
事
業
者
、
土
地
・
樹
木
の

所
有
者
に
よ
り
行
わ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
樹
木
が
電
線
に

接
触
し
て
い
る
、
も
し
く
は

接
触
し
そ
う
な
場
合
は
、
速

や
か
に
電
力
会
社
や
通
信
事

業者
へ
対
応
を
依
頼
し
て
い
る
。

再
質
問

電
線
へ
の
倒
木
や
枝
の
伸

び
、
つ
る
の
絡
ま
り
が
目
立

つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
電

線
に
つ
い
て
も
管
理
を
徹
底

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

産
業
建
設
課
長

ご
指
摘
の

と
お
り
、
ま
だ
対
応
さ
れ
て

い
な
い
箇
所
も
あ
る
た
め
、

引
き
続
き
要
望
を
行
う
。

田
中

哲
也

議
員

 

Ｑ
．
県
設
置
の
案
内
看
板
や

電
線
の
管
理
徹
底
を
！

Ａ
．
県
へ
の
要
望
を
繰
り
返
し
行
う

９

木が寄りかかっている箇所（右）

や、つるが電線に絡んでしまって

いる箇所（下、右下）の一部

１

Ｊ
Ｒ
津
軽
線
の
そ
の
後

の
線
路
上
の
雑
草
等
の
処
理

に
つ
い
て

①
雑
草
等
へ
の
対
策
に
つ
い

て
Ｊ
Ｒ
と
の
協
議
が
必
要
で

は
？

総
務
企
画
課
長

Ｊ
Ｒ
に
対

し
て
は
定
期
的
な
草
刈
り
及

び
冬
場
の
除
雪
に
つ
い
て
要

望
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、

10
月
30
日
に
行
わ
れ
た
町
長
、

外
ヶ
浜
町
長
、
県
及
び
Ｊ
Ｒ

東
日
本
の
代
表
者
が
出
席
し

た
会
議
に
お
い
て
も
、
町
長

よ
り
Ｊ
Ｒ
に
対
し
て
管
理
の

徹
底
に
つ
い
て
強
く
要
望
を

行
っ
た
。

２

熊
の
出
没
対
策
に
つ
い

て①
町
の
対
策
は
？

産
業
建
設
課
長

熊
の
目
撃

情
報
が
あ
れ
ば
、
今
別
猟
友

会
及
び
町
職
員
、
警
察
等
に

よ
る
現
地
確
認
及
び
パ
ト
ロ
ー

ル
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、

猟
友
会
及
び
警
察
と
協
議
し

た
う
え
で
、
箱
罠
を
設
置
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

３

町
の
海
岸
線
の
ゴ
ミ
対

策
に
つ
い
て

①
関
係
団
体
等
と
も
協
力
し

て
、
よ
り
一
層
の
清
掃
活
動

を
実
施
す
べ
き
で
は
？

町
民
福
祉
課
長

当
町
で
は
、

県
の
補
助
金
を
活
用
し
、
海

岸
線
の
清
掃
活
動
を
実
施
し

て
い
る
。
今
後
も
事
業
を
継

続
し
て
い
く
と
と
も
に
、
観

光
地
な
ど
に
つ
い
て
は
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
等
の
方
々
と
協
力

し
、
清
掃
活
動
に
よ
る
環
境

保
全
に
努
め
る
。

４

加
齢
性
難
聴
者
へ
の
補

聴
器
購
入
補
助
に
つ
い
て

①
高
齢
化
率
県
下
一
と
い
わ

れ
る
当
町
に
お
い
て
、
早
急

な
対
応
が
必
要
で
は
？

町
長

聴
覚
機
能
の
低
下
に

よ
り
、
日
常
生
活
に
支
障
を

き
た
し
て
い
る
65
歳
以
上
の

高
齢
者
を
対
象
に
、
補
聴
器

購
入
費
の
一
部
助
成
を
令
和

８
年
度
の
実
施
に
向
け
て
検

討
し
て
い
る
。

中
嶋

惠

議
員

 

Ｑ
．
津
軽
線
線
路
内
の
雑
草
処
理

に
つ
い
て
協
議
は
？

Ａ
．
Ｊ
Ｒ
へ
強
く
要
望
し
て
い
る
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令和６年１０月及び１１月、町有地である山崎地区内の山土採取場所から、山土が無断で搬出さ

れた事案について、町民の皆様へのご報告が遅れましたことを、まずもってお詫び申し上げます。

本事案につきましては、無断搬出を行った事業者に対し顛末書を提出させた上で、所要の行政処

分を行いました。しかしながら、これら一連の対応について議員から疑義が示され、再審査等を含

めた対応を行うに至りました。

その結果、令和７年３月定例会において、町有地をめぐるトラブルの収拾に際し、町側の対応に

不備があったとして、私町長及び副町長から議会に対し謝罪を行ったところであります。さらに、

令和７年７月臨時会において町政運営の責任者としての責任を重く受け止め、町長は１か月分の給

与の１０％、副町長は５％をそれぞれ減給する措置を講じました。

その後、これらの経過について町民の皆様への十分な報告がなされていないとのご意見が一部議

員からあり、この度改めて議会広報誌の紙面を通じてご報告申し上げるものであります。

本事案における一連の対応を反省するとともに、今後も議会と十分な協議を重ねながら町政運営

に努めてまいりますので、町民各位のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

今別町長 阿部 義治

１１月６日（木）、福島県田村市議会会派「改革未来たむら」の会派議員３名が、行政

視察のために来町されました。

視察内容としては「道の駅いまべつ 半島プラザアスクルの運営について」でした。

現在、田村市には道の駅が無く先進的な取組みなどについて情報を集め、今後の道の駅

建設に向けて役立てたいとのことでした。

研修には小倉副議長、道の駅いまべつ 小野駅長、総務企画課より２名が出席し、小倉

副議長からの歓迎のあいさつの後、総務企画課より道の駅いまべつの運営についての説明

を行い、小野駅長からは質問についての説明を行いました。

研修後には、道の駅いまべつを見学されました。

公有財産の無断搬出事案についてのご報告

福島県田村市議会「改革未来たむら」会派議員行政視察のため来町

研修の様子 道の駅いまべつの見学の様子

11

１

ナ
ラ
枯
れ
の
こ
れ
か
ら

の
対
応
に
つ
い
て

①
関
係
機
関
と
の
協
議
は
な

さ
れ
た
の
か
？

産
業
建
設
課
長

今
後
の
対

応
に
つ
い
て
県
と
協
議
し
た

と
こ
ろ
、
令
和
７
年
度
か
ら

新
た
に
被
害
が
発
生
し
た
市

町
村
を
除
き
、
被
害
木
の
除

去
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て

森
林
所
有
者
が
行
う
こ
と
と

す
る
と
の
回
答
を
い
た
だ
い

て
い
る
。

再
質
問

ナ
ラ
枯
れ
の
被
害
本
数
は
？

産
業
建
設
課
長

今
年
度
、

青
森
県
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

町
内
５
地
区
で
95
本
の
樹
木

に
被
害
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

②
町
と
し
て
の
対
応
は
？

産
業
建
設
課
長

町
と
し
て

は
県
の
対
応
と
同
様
に
、
基

本
的
に
森
林
所
有
者
へ
対
応

を
依
頼
す
る
が
、
早
急
な
対

応
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る
箇

所
は
、
所
有
者
と
協
議
し
た

上
で
、
町
が
被
害
木
の
除
去

を
行
い
た
い
。

２

広
域
消
防
の
防
災
無
線

の
周
知
に
つ
い
て

①
現
在
、
消
防
の
緊
急
車
両

が
出
動
す
る
際
、
住
所
名
で

の
放
送
を
行
っ
て
い
る
が
、

地
区
名
で
の
放
送
に
変
更
で

き
な
い
か
？

総
務
企
画
課
長

広
域
消
防

今
別
分
署
へ
確
認
し
た
と
こ

ろ
、
分
か
り
や
す
い
地
区
名

で
の
放
送
に
つ
い
て
、
対
応

可
能
と
の
回
答
を
い
た
だ
い

て
い
る
。

３

各
委
員
の
報
酬
に
つ
い

て①
各
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て

検
討
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、

こ
れ
ま
で
２
回
ほ
ど
協
議
が

な
さ
れ
た
と
思
う
が
、
現
在

の
協
議
の
進
捗
状
況
は
？

副
町
長

委
員
会
は
こ
れ
ま

で
２
回
開
催
さ
れ
、
次
回
会

議
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
の
検

討
内
容
を
踏
ま
え
具
体
的
な

見
直
し
の
内
容
を
整
理
し
、

取
り
ま
と
め
た
結
果
を
町
長

へ
報
告
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
こ
の
検
討
結
果
を
踏
ま

え
、
見
直
し
が
必
要
と
さ
れ

る
報
酬
額
に
つ
い
て
、
令
和

８
年
３
月
定
例
会
に
お
い
て

関
係
条
例
の
改
正
を
提
案
し

た
い
。

４

町
有
財
産
に
関
す
る
発

言
に
つ
い
て

①
１
年
以
上
が
経
過
し
て
い

る
山
崎
地
区
の
土
砂
無
断
搬

出
の
問
題
に
お
け
る
町
長
、

副
町
長
の
発
言
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
形
で
謝
罪
を
行

う
の
か
検
討
し
た
結
果
は
？

町
長

議
員
の
お
っ
し
ゃ
っ

た
失
言
に
つ
い
て
は
、
改
め

て
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。
そ

の
上
で
、
今
後
ど
う
い
っ
た

形
で
謝
罪
す
る
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
、
議
員
と
も
相
談

し
な
が
ら
決
め
て
い
き
た
い
。

再
質
問

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
議

会
に
対
し
て
の
謝
罪
は
あ
っ

た
が
、
町
民
へ
の
説
明
及
び

謝
罪
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

町
民
か
ら
も
こ
の
問
題
の
経

過
に
つ
い
て
問
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
た
め
、
町
の
広
報
、

も
し
く
は
議
会
だ
よ
り
で
町

民
に
向
け
て
謝
罪
す
べ
き
で

は
？

町
長

議
員
か
ら
も
提
案
を

い
た
だ
い
た
の
で
、
議
会
広

報
委
員
長
と
も
相
談
し
、
議

会
だ
よ
り
に
文
面
を
載
せ
た

い
と
思
う
。

※
文
面
に
つ
い
て
は
次
ペ
ー

ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

小
倉

潤
二

議
員

 

Ｑ
．
山
土
無
断
搬
出
に
つ
い
て
町
民
へ
の
謝
罪
は
？

Ａ
．
議
会
だ
よ
り
に
よ
り
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
く
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令和６年１０月及び１１月、町有地である山崎地区内の山土採取場所から、山土が無断で搬出さ

れた事案について、町民の皆様へのご報告が遅れましたことを、まずもってお詫び申し上げます。

本事案につきましては、無断搬出を行った事業者に対し顛末書を提出させた上で、所要の行政処

分を行いました。しかしながら、これら一連の対応について議員から疑義が示され、再審査等を含

めた対応を行うに至りました。

その結果、令和７年３月定例会において、町有地をめぐるトラブルの収拾に際し、町側の対応に

不備があったとして、私町長及び副町長から議会に対し謝罪を行ったところであります。さらに、

令和７年７月臨時会において町政運営の責任者としての責任を重く受け止め、町長は１か月分の給

与の１０％、副町長は５％をそれぞれ減給する措置を講じました。

その後、これらの経過について町民の皆様への十分な報告がなされていないとのご意見が一部議

員からあり、この度改めて議会広報誌の紙面を通じてご報告申し上げるものであります。

本事案における一連の対応を反省するとともに、今後も議会と十分な協議を重ねながら町政運営

に努めてまいりますので、町民各位のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

今別町長 阿部 義治

１１月６日（木）、福島県田村市議会会派「改革未来たむら」の会派議員３名が、行政

視察のために来町されました。

視察内容としては「道の駅いまべつ 半島プラザアスクルの運営について」でした。

現在、田村市には道の駅が無く先進的な取組みなどについて情報を集め、今後の道の駅

建設に向けて役立てたいとのことでした。

研修には小倉副議長、道の駅いまべつ 小野駅長、総務企画課より２名が出席し、小倉

副議長からの歓迎のあいさつの後、総務企画課より道の駅いまべつの運営についての説明

を行い、小野駅長からは質問についての説明を行いました。

研修後には、道の駅いまべつを見学されました。

公有財産の無断搬出事案についてのご報告

福島県田村市議会「改革未来たむら」会派議員行政視察のため来町

研修の様子 道の駅いまべつの見学の様子

11

１

ナ
ラ
枯
れ
の
こ
れ
か
ら

の
対
応
に
つ
い
て

①
関
係
機
関
と
の
協
議
は
な

さ
れ
た
の
か
？

産
業
建
設
課
長

今
後
の
対

応
に
つ
い
て
県
と
協
議
し
た

と
こ
ろ
、
令
和
７
年
度
か
ら

新
た
に
被
害
が
発
生
し
た
市

町
村
を
除
き
、
被
害
木
の
除

去
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て

森
林
所
有
者
が
行
う
こ
と
と

す
る
と
の
回
答
を
い
た
だ
い

て
い
る
。

再
質
問

ナ
ラ
枯
れ
の
被
害
本
数
は
？

産
業
建
設
課
長

今
年
度
、

青
森
県
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

町
内
５
地
区
で
95
本
の
樹
木

に
被
害
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

②
町
と
し
て
の
対
応
は
？

産
業
建
設
課
長

町
と
し
て

は
県
の
対
応
と
同
様
に
、
基

本
的
に
森
林
所
有
者
へ
対
応

を
依
頼
す
る
が
、
早
急
な
対

応
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る
箇

所
は
、
所
有
者
と
協
議
し
た

上
で
、
町
が
被
害
木
の
除
去

を
行
い
た
い
。

２

広
域
消
防
の
防
災
無
線

の
周
知
に
つ
い
て

①
現
在
、
消
防
の
緊
急
車
両

が
出
動
す
る
際
、
住
所
名
で

の
放
送
を
行
っ
て
い
る
が
、

地
区
名
で
の
放
送
に
変
更
で

き
な
い
か
？

総
務
企
画
課
長

広
域
消
防

今
別
分
署
へ
確
認
し
た
と
こ

ろ
、
分
か
り
や
す
い
地
区
名

で
の
放
送
に
つ
い
て
、
対
応

可
能
と
の
回
答
を
い
た
だ
い

て
い
る
。

３

各
委
員
の
報
酬
に
つ
い

て①
各
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て

検
討
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、

こ
れ
ま
で
２
回
ほ
ど
協
議
が

な
さ
れ
た
と
思
う
が
、
現
在

の
協
議
の
進
捗
状
況
は
？

副
町
長

委
員
会
は
こ
れ
ま

で
２
回
開
催
さ
れ
、
次
回
会

議
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
の
検

討
内
容
を
踏
ま
え
具
体
的
な

見
直
し
の
内
容
を
整
理
し
、

取
り
ま
と
め
た
結
果
を
町
長

へ
報
告
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
こ
の
検
討
結
果
を
踏
ま

え
、
見
直
し
が
必
要
と
さ
れ

る
報
酬
額
に
つ
い
て
、
令
和

８
年
３
月
定
例
会
に
お
い
て

関
係
条
例
の
改
正
を
提
案
し

た
い
。

４

町
有
財
産
に
関
す
る
発

言
に
つ
い
て

①
１
年
以
上
が
経
過
し
て
い

る
山
崎
地
区
の
土
砂
無
断
搬

出
の
問
題
に
お
け
る
町
長
、

副
町
長
の
発
言
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
形
で
謝
罪
を
行

う
の
か
検
討
し
た
結
果
は
？

町
長

議
員
の
お
っ
し
ゃ
っ

た
失
言
に
つ
い
て
は
、
改
め

て
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。
そ

の
上
で
、
今
後
ど
う
い
っ
た

形
で
謝
罪
す
る
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
、
議
員
と
も
相
談

し
な
が
ら
決
め
て
い
き
た
い
。

再
質
問

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
議

会
に
対
し
て
の
謝
罪
は
あ
っ

た
が
、
町
民
へ
の
説
明
及
び

謝
罪
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

町
民
か
ら
も
こ
の
問
題
の
経

過
に
つ
い
て
問
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
た
め
、
町
の
広
報
、

も
し
く
は
議
会
だ
よ
り
で
町

民
に
向
け
て
謝
罪
す
べ
き
で

は
？

町
長

議
員
か
ら
も
提
案
を

い
た
だ
い
た
の
で
、
議
会
広

報
委
員
長
と
も
相
談
し
、
議

会
だ
よ
り
に
文
面
を
載
せ
た

い
と
思
う
。

※
文
面
に
つ
い
て
は
次
ペ
ー

ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

小
倉

潤
二

議
員

 

Ｑ
．
山
土
無
断
搬
出
に
つ
い
て
町
民
へ
の
謝
罪
は
？

Ａ
．
議
会
だ
よ
り
に
よ
り
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
く
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議会を傍聴しませんか

町の動きを知る良い機会です。多くの方が町政に関心を持ち、議会を傍聴することが議会活性

化のひとつです。

傍聴人は先着20名となっております。

※傍聴される方へのお願い

本会議中の録音、写真撮影は今別町議会傍聴人規則第10条により禁止されています。

議会を傍聴しませんか

町の動きを知る良い機会です。多くの方が町政に関心を持ち、議会を傍聴することが議会活性

化のひとつです。

傍聴人は先着20名となっております。

※傍聴される方へのお願い

本会議中の録音、写真撮影は今別町議会傍聴人規則第10条により禁止されています。

３月議会定例会は、3月6日から3月13日までの8日間を予定しています。３月議会定例会は、3月6日から3月13日までの8日間を予定しています。

議

会

の

動

き

７
年
10
月
１
日
～
12
月
31
日

議

会

の

動

き

７
年
10
月
１
日
～
12
月
31
日

10
月２

日
～
３
日

東
津
軽
郡
町
村
議
会
議
長
・
副
議
長
研
修
視
察

（
む
つ
市
、
六
ケ
所
村
）

７
日

財
政
援
助
団
体
監
査
（
竜
飛
今
別
漁
業
協
同
組
合
）

17
日

東
津
軽
郡
町
村
議
会
議
長
会
議
長
・
事
務
局
長
会
議

20
日

例
月
出
納
検
査

21
日

知
内
町
・
今
別
町
友
好
町
締
結
35
周
年
記
念
式
典
（
知
内
町
）

29
日

北
海
道
福
島
町
・
吉
岡
村
合
併
70
周
年
記
念
式
典

（
本
郷
議
長
出
席
）

31
日

令
和
７
年
度
今
別
町
褒
賞
授
与
式

11
月６

日

福
島
県
田
村
市
議
会

行
政
視
察
（
道
の
駅
い
ま
べ
つ
）

10
日

議
員
全
員
協
議
会

11
日
～
14
日

東
津
軽
郡
町
村
議
会
議
長
会
議
長
県
外
視
察
研
修
、
青
森

県
選
出
国
会
議
員
と
の
懇
談
会
及
び
町
村
議
会
議
長
全
国

大
会
（
東
京
都
、
新
潟
県
）

17
日

知
事
を
囲
む
行
政
懇
談
会
・
意
見
交
換
会

20
日

例
月
出
納
検
査

21
日

令
和
７
年
度
東
津
軽
郡
町
村
監
査
委
員
実
務
研
修
会
（
蓬
田
村
）

25
日

議
会
運
営
委
員
会

28
日
～
12
月
２
日

第
５
０
１
回
今
別
町
議
会
定
例
会

（
29
日
、
30
日
は
休
日
の
た
め
休
会
）

28
日

東
津
軽
郡
町
村
会
町
村
長
と
東
津
軽
郡
町
村
議
会
議
長
会
議
長

と
の
情
報
交
換
会
（
青
森
市
）

12
月19

日

東
津
軽
郡
議
会
事
務
局
職
員
研
修
会
（
青
森
市
）

22
日

例
月
出
納
検
査

25
日

令
和
７
年
第
２
回
青
森
地
域
広
域
事
務
組
合
議
会
臨
時
会

（
綿
谷
議
員
・
中
嶋
議
員
出
席
）

10
月２

日
～
３
日

東
津
軽
郡
町
村
議
会
議
長
・
副
議
長
研
修
視
察

（
む
つ
市
、
六
ケ
所
村
）

７
日

財
政
援
助
団
体
監
査
（
竜
飛
今
別
漁
業
協
同
組
合
）

17
日

東
津
軽
郡
町
村
議
会
議
長
会
議
長
・
事
務
局
長
会
議

20
日

例
月
出
納
検
査

21
日

知
内
町
・
今
別
町
友
好
町
締
結
35
周
年
記
念
式
典
（
知
内
町
）

29
日

北
海
道
福
島
町
・
吉
岡
村
合
併
70
周
年
記
念
式
典

（
本
郷
議
長
出
席
）

31
日

令
和
７
年
度
今
別
町
褒
賞
授
与
式

11
月６

日

福
島
県
田
村
市
議
会

行
政
視
察
（
道
の
駅
い
ま
べ
つ
）

10
日

議
員
全
員
協
議
会

11
日
～
14
日

東
津
軽
郡
町
村
議
会
議
長
会
議
長
県
外
視
察
研
修
、
青
森

県
選
出
国
会
議
員
と
の
懇
談
会
及
び
町
村
議
会
議
長
全
国

大
会
（
東
京
都
、
新
潟
県
）

17
日

知
事
を
囲
む
行
政
懇
談
会
・
意
見
交
換
会

20
日

例
月
出
納
検
査

21
日

令
和
７
年
度
東
津
軽
郡
町
村
監
査
委
員
実
務
研
修
会
（
蓬
田
村
）

25
日

議
会
運
営
委
員
会

28
日
～
12
月
２
日

第
５
０
１
回
今
別
町
議
会
定
例
会

（
29
日
、
30
日
は
休
日
の
た
め
休
会
）

28
日

東
津
軽
郡
町
村
会
町
村
長
と
東
津
軽
郡
町
村
議
会
議
長
会
議
長

と
の
情
報
交
換
会
（
青
森
市
）

12
月19

日

東
津
軽
郡
議
会
事
務
局
職
員
研
修
会
（
青
森
市
）

22
日

例
月
出
納
検
査

25
日

令
和
７
年
第
２
回
青
森
地
域
広
域
事
務
組
合
議
会
臨
時
会

（
綿
谷
議
員
・
中
嶋
議
員
出
席
）

議
会
広
報
委
員
会

議
会
広
報
委
員
会

委

員

長
：
本
間

闘
士

副
委
員
長
：
綿
谷

敏
明

委

員
：
中
嶋

惠

委

員
：
本
郷

良
克

委

員

長
：
本
間

闘
士

副
委
員
長
：
綿
谷

敏
明

委

員
：
中
嶋

惠

委

員
：
本
郷

良
克

初
春
の
候
、
雪
の
日
が
続
き
、

一
層
寒
さ
が
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